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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本コンクリート工学会（JCI）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣及び国土交通大臣が制定した日本工業規格であ

る。この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣，国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Q 13315 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS Q 13315-1 第 1 部：一般原則 

JIS Q 13315-2 第 2 部：システム境界及びインベントリデータ 
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コンクリート及びコンクリート構造物に関する 

環境マネジメント－第 1 部：一般原則 

Environmental management for concrete and concrete structures- 

Part 1: General principles 

 

序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された ISO 13315-1 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

 

今日，環境問題は人類にとって深刻な課題となっている。幸いにも，人類は問題の本質を明確に認識し，

環境革命とも言うべき概念“持続可能な発展”を生み出した。この概念は，大気，水，土壌及び生物から

なる地球の生命を維持する自然システムを危険にさらすことなく，同時に世界の経済成長が将来の世界の

幸福の基礎になることを認識して，現世代だけではなく将来世代のニーズを満足する発展を意味する。そ

のため今後は，社会的活動，経済的活動及び文化的活動のあらゆることに，持続可能性の概念を組み込む

ことが求められる。建設産業は，人類の多様な活動の基盤を提供するために膨大な資源及びエネルギーを

消費していることから，環境に大きな影響を与えている。 

国際標準化機関（ISO）は，環境影響を改善するために，製品及びサービスに対する環境マネジメント

システムに関する国際規格である ISO 14000 規格群を発行してきた。ISO 14000 規格群は，環境影響の評

価及び評価に基づく環境ラベル・宣言のための一般的規則を規定している。一方，ISO 21930 及び ISO 

21931-1 は，ISO 14000 規格群を建築物に特化したものとして作成された。それらは，それぞれ建築物の建

築製品の環境宣言に関する枠組み，及び建築物の環境パフォーマンス評価とその手順を規定している。 

コンクリートは，建築物，橋りょう（梁），ダム，トンネルなどの社会基盤を建設するための重要な材料

の一つであり，その使用量は水に次いで多い。したがって，コンクリートの利用による建設活動は，当然

環境負荷を引き起こすが，一方で環境便益も与える。社会基盤の改善は，交通渋滞を緩和するし，自然災

害を防ぐ。また，コンパクトな都市の開発は，環境負荷拡大を抑制する可能性がある。セメントの製造に

は，原料，燃料及び混合材として他産業からの産業廃棄物及び産業副産物が利用されている。したがって，

コンクリートの利用による建設活動に起因する環境負荷を最小化し，環境便益を最大化するためには，環

境負荷の正確な評価が不可欠である。 

コンクリート構造物の建設には，多くの骨材，セメント及び鉄を消費する。それらの製造過程では大量

の二酸化炭素（CO2）が排出される。コンクリートには，産業廃棄物，産業副産物及び地域によって異な

る骨材が用いられる。コンクリートは，半製品の形で建設現場に納品される。コンクリート構造物は，個々

の要求に基づき多種多様な形態で建設され，様々な環境で長期にわたって使用され，解体され，リサイク

ルされ，そして最終処分される。この規格は，こうした特徴をもつコンクリート及びコンクリート構造物

の環境マネジメントに関する基本原則を規定する。 


